
宝塚市立男女共同参画センター指定管理者が行う業務の概要
本書は、宝塚市立男女共同参画センター（以下「センター」という。）の管理運営業務を指定管理者が行うにあたり、宝塚市が指定管理者に要求する管理運営の業務内容及びその基準等を示すものです。
１ センターの運営方針　
　　センターは、男女共同参画社会の実現をめざす拠点施設として、相談、学習・啓発、情報収集・提供などの各事業を行います。男女共同参画社会づくりのための取組は、行政のみならず、市民一人ひとりの意識の変革や自主的な努力に負うところも大きく、社会のあらゆる場面での取組が促進されるよう、市民活動グループ、ＮＰＯ法人、事業所等との協働による取組を進めるとともに、他の類似施設及び他の公共機関等との連携を図り、より効果的な事業の推進を図ることを運営方針とします。
２　センターの管理・運営に関する基本的な考え方
　　センターの管理・運営にあたっては、次に掲げる項目に添って行うこと。
(1)　センターは男女共同参画の推進を図るための施設であり、男女共同参画社会基本法及び宝塚市男女共同参画推進条例に規定する基本理念に基づき管理運営を行うこと
(2)　ジェンダー平等と共生のまちTAKARAZUKA（第3次宝塚市男女共同参画プラン）に掲げる趣旨を理解すること

(3)　利用者の意見や要望を可能な限り管理運営に反映させること
(4)　効果的かつ効率的な管理運営を行い、経費の節減に努めること
(5)　個人情報の適切な管理を行うこと
３　開館時間及び休館日
（宝塚市立男女共同参画センター条例（以下「条例」という。）第６条及び第７条）
(1)　開館時間
　　　　　ア 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日　午前９時から午後５時まで
　　　　　イ 前号に掲げる日以外の日　午前９時から午後９時まで
(2)　開館時間の変更
指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
なお、開館時間を変更する際は、事前に、開館時間変更の理由及び実施体制が説明できる資料を宝塚市に提出すること。
(3)　休館日
ア 毎月第２日曜日
イ 年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで）
(4)　休館日の変更
指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
なお、休館日の変更若しくは臨時休館日又は臨時開館日を設定する際は、事前に、事業の実施内容及び実施体制が説明できる資料を宝塚市に提出すること。
４　法令等の遵守
センターの管理・運営にあたっては、本業務概要のほか、次に掲げる法令・規定等に基づいて行うこと。なお、本指定期間中にこれら法令・規定等に改正があった場合は、改正された内容に基づいて行うこと。
(1) 地方自治法（昭和22年法律第67号）
(2) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
 　(3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）
  (4) 宝塚市立男女共同参画センター条例（平成18年宝塚市条例第４０号。以下「条例」という。）
  (5) 宝塚市立男女共同参画センター条例施行規則（平成18年宝塚市規則第２９号。以下「規則」という。）
(6) 宝塚市情報公開条例（平成12年条例第50号）
(7) 宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例（令和4年条例第34号）
(8) 宝塚市行政手続条例（平成9年条例第22号）
(9) その他関係法令等
5　指定管理者が行う業務（条例第３条及び第２０条）
(1) 事業を遂行する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要があると認める業務
6　業務の内容
(1) 事業を遂行する業務の基準（条例第３条）
指定管理者は、センターの施設等を利用し、別紙「事業の実施に関する業務基準表」に基づき、独自の創意工夫を加えて業務を実施するものとする。
※事業実施に関する留意事項
(ｱ)　事業の実施にあたって、指定管理者は、各会計年度の始期までにあらかじめ事業計画を定め、安全かつ円滑、適正な実施に努めること。
(ｲ)　事業の実施にあたって、指定管理者は、事業参加者から実費を徴収することができる。その際は、必要最小限の実費とすること。
(ｳ) 指定管理者は、事業の実施状況を記録した業務日誌を作成するとともに、一定期間保管し、宝塚市の求めがあったときには閲覧に供すること。
(2) 利用許可に関する業務（条例第９条）
ア　利用の許可
指定管理者は、条例第９条第１項に基づき施設の利用の許可をする必要があるが、利用許可の手続き、利用許可の基準、利用の条件、利用者の遵守事項、利用許可にかかる様式や入館者の遵守事項等については、市との協定に基づいて、利用許可等を行うこと。
イ　利用の案内
(ｱ)　指定管理者は、館内において利用者が円滑に利用ができるよう、利用案内に配慮すること。
(ｲ)　電話での問い合わせや施設見学等について、適切な対応を行うこと。
(ｳ)　施設等の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応をすること。また、その内容をすみやかに宝塚市へ報告すること。
ウ　施設等の利用方法と注意事項の説明
施設、附属設備、備品等を利用者が安全かつ円滑に利用できるよう、利用方法、注意事項の充分な指導、説明、助言を行うこと。
(3) 利用料金の徴収に関する業務（条例第１１条、第１２条、第１３条）
指定管理者は、条例第９条第１項に基づき施設の利用の許可を受けた者からその利用に係る利用料金を徴収するものとする。また、利用料金の額は、条例別表に定める額の範囲内において、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
指定管理者は、市長の承認を得た基準に従って、利用料金を減免または返還することができるものとする。
(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
ア　　施設の管理に関する諸法令、規則及び公示等を遵守すること。
イ　　施設の保守管理において、大規模な修繕等が必要になった場合は市に報告し指示に従うこと。
       　ただし、日常管理に伴う修繕等は、指定管理者の負担で随時行うこと。
また、修繕を実施した際には、修繕の概要、見積書の写し、修繕前後の写真を市に提出すること。
　　　 なお、指定管理者が修繕を行った施設等は、市に帰属させるものとする。
ウ　　建物、設備の維持修繕に関し、必要なものについては、ソリオ2管理会社の指示に従うこと。
エ　　備品等の適切な保管・管理を行うこと。
  (5) その他施設の管理運営に必要な業務（センターの管理に関し市長が必要があると認める業務）
　  　ア　職員の配置等に関すること。
(ｱ)　配置人員等
ａ　5に定める業務を遂行するための職員を4名以上配置すること。うち、1名は、総括責任者（所長）として配置すること。総括責任者（所長）は、当該業務遂行に関する知識経験を持っている者であること。
ただし、月曜日から金曜日の午後5時から午後9時の間及び、土曜日と日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日については、この限りではない。
ｂ　各会計年度の始期若しくは所長又は職員を雇用する際には、雇用契約書等の写し及び職員勤務シフト表を宝塚市に提出すること。
　所長又は職員を解雇し新たに職員を雇用しない又は雇用する予定がない場合には、職員勤務シフト表を宝塚市に提出すること。
ｃ　職員の勤務、その他の諸条件については、指定管理者の責任のもとに関係法令に反することないよう十分留意すること。
(ｲ)　研修等
指定管理者は、所長及び職員の資質維持及び向上を図るため、研修計画を立案し、それに基づき研修を実施すること。
　  　イ　管理運営業務に関すること。
　　　   指定管理者は、以下の管理運営業務を行うこと。
(ｱ)　施設の総務・経理業務
指定管理者は、協定に基づき、経理事務を行うこと。
(ｲ)　事業計画書等の提出
指定管理者は、毎年度１０月末頃までに翌年度の管理運営に関し、事業計画書、収支計画書を作成し、 市に提出すること。作成にあたっては、市と調整を図ること。
(ｳ)　事業報告書の作成及び提出
ａ　年次報告書
指定管理者は、会計年度終了後１カ月以内に、事業報告書を宝塚市に提出すること。事業報告書の主な内容は、次のとおりである。詳細については、宝塚市と指定管理者が締結する協定で定める。
(a)　センターの管理の業務の実施状況及び利用状況
組織体制、入館者数、施設等利用状況及び利用者数、事業実施状況及び参加者数、施設等維持管理状況、課題分析と自己評価
(b)　収支決算書
センターの管理に係る経費の収支状況
ｂ　月次報告書
指定管理者は、毎月、報告書を作成し、翌月７日までに宝塚市に提出すること。月次報告書の主な内容は、入館者数、施設等利用状況及び利用者数、事業実施状況及び参加者数、入館者等からの苦情とその対応状況、その他必要事項である。詳細については、宝塚市と指定管理者が締結する協定で定める。
　  　ウ　事業評価業務　
指定管理者は、入館者アンケート等により適宜モニタリングを行い、入館者等の意見や要望を把握するとともに、管理運営に反映させるよう努めること。
また、上記を踏まえ、施設の管理運営に関して自己評価を行い、その結果を報告書にまとめ宝塚市に提出すること。
7　管理運営経費・経理等について
センターの管理運営経費は、指定管理料及びその他収入による独立採算を基本とする。
(1) 収入について
ア　指定管理料
        宝塚市は、必要と認める管理運営経費に相当する金額を指定管理料として支払う。
イ　その他収入
        上記アの他センターの管理運営に起因する料金等は、指定管理者の収入とする。
(2) 支出について
    ア　管理運営経費
        センターの管理運営にかかる全ての費用は、指定管理料及びその他収入をもって充てるものとする。
    イ　修繕費
大規模修繕及び基幹設備改良にかかる費用は、管理運営経費に含まないものとする。
大規模修繕：例、建築基準法第２条第１項第５号に規定する主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根又は階　

段）の１種以上について行う過半の修繕や、基幹設備（電気、ガス、水道）及び主要設備（給水、排水、空
調）の老朽化に伴う取り替え修繕については市が負担するものとする。
　　　　　　　　小規模修繕：大規模修繕以外の修繕。
※ただし、大規模修繕の場合でも修繕に至る原因が指定管理者の通常のメンテナンス等を怠ったことに起因する場合は、指定管理者が負担するものとする。
(3) 現地検査
    　市は必要に応じて、施設、物品及び各種帳簿等の現地検査を行うことがある。
(4) その他
    　指定管理料は、分割して支払うものとする。支払い金額、時期等については、協定で定める。
8　物品の帰属等
  (1) 市の所有に属する物品等については貸与する。ただし、その修繕は指定管理者の負担とする。
  (2) 指定管理者は、市の所有に属する物品については「宝塚市会計事務規則」及び関係例規の管理の原則及び分類に基づいて、管理を行うものとする。また、指定管理者は、同規則に定められた備品台帳を備えて、その保管にかかる備品を整理し、備品の取得及び廃棄等の異動について定期的に市に報告しなければならない。
  (3) 指定管理者は、業務において使用する市の所有に属する物品のうち、重要物品については、「宝塚市会計事務規則」に基づく現在高の調査を行い、同規則に定められた様式により、遅滞なく市に報告しなければならない。
　　　　　　※備え付けの物品等は別途提示します。
9　業務を実施するにあたっての注意事項
　　業務の実施にあたっては、以下の事項に留意し、業務を円滑に実施すること。
  (1) センターが公の施設であることを常に念頭に置いて、公平な運営を行うこと。
　　(2) 指定管理者は、事故等が発生した場合、速やかに宝塚市へ報告すること。
  (3) 施設の管理・運営経費については、指定管理料及びその他の収入を充てるものとし、市からの支援は行わない。
  (4) 個人情報保護に関して、個人情報の保護に関する法律及び、宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の趣旨に則り必要な措置を講じること。
  (5) 管理運営業務に関して保有する情報は、宝塚市情報公開条例の趣旨に則り積極的に公開に努めるとともに、当該管理運営業務の情報公開に関して、指定管理者は宝塚市に協力しなければならない。
(6) １日の業務内容（点検、修繕、清掃、その他維持管理作業、窓口運営等）や来館者対応など特記事項を記した日報等を作成し、事業の改善やサービスの向上に努めること。
  (7) 防犯対策及び防災対策などの緊急時対策について、マニュアルを作成し、発生時の的確な対応に努めること。
  (8) 指定管理者は、利用者等の意見を施設の運営に取り入れるよう努めること。
  (9) 自己評価の手法を定め、業務に反映させること。　
(10) 指定管理者は、業務の概要に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は、市と協議のうえ決定するものとする。ただし、協議が定まらない場合は、宝塚市が決定するものとする。
10　リスク負担
　　指定期間内における主なリスクについては、別紙「主なリスクの負担区分」を前提とし、これ以外のリスクに関する対応については、別途協議で定めるものとする。
11　監査等
宝塚市監査委員等が宝塚市の事務を監査するに当たり、必要に応じ指定管理者に対し、実地に調査し、又は必要な記録の提出を求められる場合がある。
12　実績評価　　　　
宝塚市は、「市指定管理者モニタリングマニュアル」に基づき、施設の管理運営業務に関する実績評価を実施する。また、宝塚市は、指定管理者の実績評価を行うにあたり、知識経験者からなる外部委員会等による評価を行う場合がある。
詳細については、宝塚市と指定管理者で締結する協定書において定める。
１3　指定期間満了前の取消し
(1)　宝塚市による指定の取消し
　宝塚市は、次の事項のいずれかに該当すると認める場合は、指定期間満了前に指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとする。
ア　指定管理者が業務に際し不正行為を行ったとき
イ　指定管理者が宝塚市に対し虚偽の報告を行い、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき
ウ　指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
エ　自らの責めに帰すべき事由により、指定管理者から協定締結の解除の申出があったとき
オ　指定管理者が次の事項のいずれかに該当するとき
　　　　　　(ｱ)　市がﾞ定める申請資格を失ったとき又は申請資格がないことが判明したとき
　　　　　　(ｲ)　資金事情の悪化等により、業務の遂行が確実でないと認められるとき
カ　その他宝塚市が必要と認めるとき
(2)　指定管理者による指定の取消しの申出
　　　　指定管理者は、次の事項のいずれかに該当すると認める場合は、宝塚市に対し指定期間満了前に
指定の取消しを申し出ることができる。この場合、宝塚市は、指定管理者との協議を経てその措置を
決定するものとする。
　　　　ア　宝塚市が協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
　　　　イ　宝塚市が任意に指定の取消しを行ったとき
　　　　ウ　宝塚市の責めに帰すべき事由により、指定管理者が損害又は損失を被ったとき
　　　　エ　その他指定管理者が必要と認めるとき
(3)　不可抗力による指定の取消し
　　　　宝塚市又は指定管理者は、不可抗力により、業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。協議の結果、やむを得ないと判断された場合、宝塚市は指定の取消しを行うものとする。
(4)　指定期間満了前の取消し時の措置に関する事項
ア　指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定期間満了前に指定の取消しが行われた場合は、宝塚市に生じた損害は指定管理者が賠償することとします。
イ　指定管理者は、指定期間満了前の指定の取消しが行われた場合、その事由の如何を問わず、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、センターの業務を遂行できるよう引き継ぎを行うものとする。
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